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総合センターの今後のあり方について（まとめ） 

１ 総  論 

本市においては、同和問題解決のために、各地域において、総合センター、旧青少

年会館、旧老人福祉センター分館等の地区施設等を整備し、地域住民の福祉の向上及

び住民相互の交流の促進を図るための事業を実施してきた。 

「総合センター」という名称については、昭和４５年１月の「尼崎市同和対策審議会

答申」における「環境改善・福祉保健・産業振興・就労・教育など、各関係機関の総

合施設とする」との文言を受け、住民サービスを総合的に行う施設として、昭和４６

年に名称を統一したものである。 

平成１３年１２月の「尼崎市同和対策審議会答申」において、地区施設等の今後の

あり方の方向性として「総合センターへの機能統合」が示される中で、地区施設等の

機能統合を行うとともに、厳しい財政状況の下で進めてきた行財政改革の取組により

運営の効率化を図ってきたところであり、今後とも、効率的な事業展開を図っていく

必要がある。 

一方、同和問題をはじめとする人権課題の解決に向けた取組については、継続して

実施する必要があり、新・総合計画においては、ありたいまちの施策の１つに「人権

尊重」を挙げこれらの課題の解決に向け、住民一人ひとりの人権尊重意識の向上の取

組を進めることとしている。 

さらに、本市が現在進めている「公共施設の最適化に向けた取組」の考え方にお

いても、総合センターについては、施設の集約化を図るとともに、管理運営体制の見

直しについても進めていくとの方向性が示されているところである。 

このような状況を踏まえて、今後の総合センターについては、現状としては６総合

センターを維持する中で、全市的、総合的な市民の人権啓発意識の普及高揚を図るた

めの開かれたコミュニティ施設として、発展・展開を図るとともに、社会福祉法に規

定する「隣保館」的事業もできる尼崎市独自の施設として、市条例等で位置付け、更

に充実する方向で検討する。 

また、ここに示す「総合センターの今後のあり方」については方向性であり、具体

的な見直しについては、今後、総合センター運営審議会及び市民の意見を聞きながら

進めることとする。 

 

⑴ 地区施設等の総合センターへの集約 

各地域における旧青少年会館、旧老人福祉センター分館等の地区施設等について

は、それぞれ１館体制に集約化を図る。 

具体的には、後述のとおり上ノ島地域、南武庫之荘地域、神崎地域の地区施設等

については、現在実施している集約化を計画どおり進める。 

水堂地域、今北地域については、それぞれの施設配置や利用状況等の特性及び地
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域ごとの事情も考慮しながら具体化し、１館体制に集約化を図る。 

また、塚口地域については、現総合センター及び旧青少年会館が同一の敷地内に

あり一体的に機能する施設であることから、１館とみなす。 

 

⑵ 総合センターの管理運営体制の見直し 

総合センターの管理運営体制については、総合センターを市民の人権啓発意識の

普及高揚を図るためのコミュニティ施設とするために、平成２７年度を目途として、

指定管理者制度導入に取組みを進めることとし、このことによって、総合センター

の管理運営について民間活力を導入し、目的に合致した効果的な事業実施及び管理

運営経費の効率化を図る。 

指定管理者の選定を公募とすることで、より多様な民間のノウハウを持った指

定管理者の参入を期待するとともに、地域のニーズを反映した事業の実施を公募

条件とすることにより、総合センターを地域社会全体の中で市民の人権啓発

意識の普及高揚を図るための開かれたコミュニティ施設とする。 

なお、短期間で指定管理者が交代した場合、取組む事業の定着やノウハウの蓄

積を妨げるおそれがあるため、５年間の指定管理期間を設定し、安定した管理運

営を図ると共に、その期間中に、点検、評価を行い検証する。 

 

［指定管理者制度導入のスケジュール］ 

① 総合センターの現状の整理（23年度） 

② 総合センターの将来像の検討（23年度～24年度） 

③ 地元（尼連協・各支部等）との調整（23年度～25年度） 

④ 総合センター運営審議会での論議（24年度～25年度） 

⑤ 受け皿となる法人・団体等の検討（24年度～25年度） 

⑥ 総合センター条例・規則改正、指定管理者決定に係る報告（25・26年度） 

⑦ 指定管理者公募に係る事業方針決定（24年度～25年度） 

⑧ 指定管理者公募に係る仕様書等作成（25年度） 

⑨ 指定管理者の公募・選定・決定（25年度～26年度） 

⑩ 総合センターの指定管理開始（27年度～） 

 

⑶ 新・総合センターの設置目的・名称・事業等について 

 [新・総合センターの設置目的] 

地域社会全体の中で市民の人権啓発意識の普及高揚を図るための

開かれたコミュニティ施設として設置する。 

  ※ 指定管理者制度導入を謳う条例改正時、設置目的の変更も行う。 
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[新・総合センターの名称及び愛称] 

新・総合センターの設置目的に相応しい名称及び愛称を地域ととも

に検討する。 

  ※ 人権文化センター、人権コミュニティセンター、人権ふれあいセ

ンター等  

 

[新・総合センターの事業] 

① 人権啓発・広報活動事業に関すること。 

② 住民相互の交流促進に関すること。 

③ 人権相談に関すること。 

④ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

※ 共通して実施すべき事業項目は次のとおりとし、従前の事業をリニューアル

し、地域のニーズや実情に沿った事業展開を行うものとする。 

① 人権啓発・広報活動事業 

ア 人権啓発紙の発行及び配布 

イ 新・総合センターだよりの発行及び配布 

ウ 各種人権教育・啓発講演会 

エ 人権週間における街頭啓発 

    オ その他人権尊重意識の普及高揚を図るための事業  

② 住民相互の交流促進事業 

ア 一般対象事業 

イ 高齢者対象事業 

ウ 青少年対象事業 

エ 世代間交流事業 

オ 伝統芸能・文化事業 

  カ その他地域住民相互の交流促進を図り、開かれたコミュニティ施設として

の役割を担う事業 

③ 人権相談にかかる業務 

※ 指定管理者は、新・総合センターの設置目的に沿った自主事業を実施するこ

とができるものとする。 

なお、受講料を徴収する場合は、講師謝礼、教材費及び事務費などの経費を

総合的に勘案し、参加者に過度の負担とならないようにすること。 

 

[施設の使用料について] 

原則有料とする。 

指定管理者等（各地区人権啓発推進委員会及び各地域人権教育啓発促進委員会
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を含む。）以外の者が実施する事業で設置目的に沿ったものについては使用料の

減免規定を設ける。 

 

[開館時間と休館日について] 

   ① 開館時間は午前9時～午後9時 

   ② 休館日 

    ア 休館日は任意の週２日（ただし、土曜日は開館日とする） 

    イ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

    ウ 12月29日～翌年1月3日 

 

[指定管理者に行わせる業務] 

① 新･総合センターの事業の実施に関すること（自主事業を含む） 

② 施設の利用許可、その取り消しその他新・総合センターの利用に関すること 

③ 使用料等の徴収、減免及び還付に関すること 

④ 新・総合センターの施設及び付属設備の維持管理に関すること 

⑤ その他市長が必要と認める業務 

   

[各地区人権啓発推進委員会、各地域人権教育啓発促進委員会] 

① 各地区人権啓発推進委員会 
全市を対象区域として人権啓発事業を実施できるよう、中央・園田地区に人

権啓発推進委員会の事務局を新たに設置するとともに、立花・大庄地区におい

て地区全体をカバーできるよう人権啓発推進委員会の活動範囲の拡充を図る。 
    ※ 現行では神崎（小田地区人権問題啓発推進委員会）、南武庫之荘（武庫地

区人権啓発推進委員会）が地区全体をカバーしている。 
② 各地域人権教育啓発促進委員会 

これまでの歴史的な経緯経過も踏まえ引き続き、旧同和地区を中心として地

域に密着し、共に本市人権啓発事業を担い、また、市の補助対象として活動を

実施していることから、総合センターの施設内に事務局を置くことを許可し、

使用料は全額免除とする。 
 

⑷ その他 
戸ノ内（園田東会館・戸ノ内会館）については、他の総合センターに準じて見直

しを進めていく。 
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２ 地域ごとの施設の集約化に向けた基本方向 

 

⑴ 上ノ島 

 

上ノ島総合センターについては、各地区施設が分散して配置していること及び

利用状況等を踏まえて、高齢者から子どもまでの幅広い層を視野に入れた人権が

尊重される地域コミュニティづくりの拠点機能の充実を図るため、平成２２年度

から平成２７年度にかけて施設の集約化を図っているところであり、現事業を継

続して行い、平成２８年度に１館体制とする。 

 

［見直し内容］ 

① 総合センターの１階（現上ノ島保育所）に旧青少年会館（のびのび館）、老人

分館（いきいき館）の機能を移転集約する。 

② 保育所は、総合センターの南側隣地を市が購入し、民間社会福祉法人により、

新たに保育園を建設する。 

③ 旧青少年会館、老人分館は集約に伴って、それぞれ売却する。 

④ 公園用地についても売却する。 

  

［スケジュール］ 

２２年度：地元・保護者への説明、保育所条例の改正 

２３年度： 

① 総合センター２階部分の整備 

② 市営住宅駐車場の移転（調整済み） 

２４年度： 

① 保育所条例の改正 

② 旧青少年会館（のびのび館）の売却 

  ２５年度以降： 

  ［保育所関係］ 

① 保育所隣地の土地の購入 

② 保育所民間移管にかかる社会福祉法人の募集・決定 

③ 新保育所の建設 

④ 新保育所の開園 

［総合センター関係］ 

① 総合センター１階部分の整備、老人分館（いきいき館）の総合センター１階

への機能移転 

② 老人分館（いきいき館）・公園用地の売却 
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＜参考＞ 見直しイメージ図 
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⑵ 神崎 

 

神崎総合センターについては、平成２０年度から老人分館は閉館し、神崎総合セ

ンターの２階教室１、２を和室化し、老人分館機能を総合センター内に移転した。

（老人分館跡地については平成２３年５月に売却済み。） 

旧青少年会館（以下「総合センター分館」という。）は、スマイルひろば地域推

進委員会が県事業である県民交流広場事業としての利用を申請し認められたこと

から、平成１９年１０月から「スマイルひろば」事業と位置付け、総合センター分

館の１階奥の集会室（１０４㎡）をその拠点としている。 

また、神崎地域については、これらの地区施設のほか市営神崎団地の遊休地等多

くの公共施設や市有地が点在している。これらについては、これまでそれぞれの所

管において地元と協議を行い、見直しを進めてきたところであるが、今後は、より

一層ファシリティマネジメントの視点に立ち、関係課が連携して地域全体の施設の

見直しを行い、集約化と効率化を図るとともに、人権啓発とコミュニティを推進し、

公有財産の有効活用を行うものである。 
［見直し内容］ 

① 市営神崎団地専用駐車場を市営神崎団地南側の遊休地南側（2,549㎡）及び遊

休地北側（1,227㎡）に移転する。 

② 総合センター分館北側の民間駐車場（約 350㎡程度）をゆうゆう農園（1,110

㎡）の一部と換地し、総合センター分館を拡幅し樋尻公園との一体的な利用を可

能とする。 

③ 総合センター分館を新総合センターとして、コミュニティ機能を付加するため、

教室棟及び来館者用の駐車場を整備するとともに、総合センター分館についてバ

リアフリー、空調整備工事等を実施する。 

併せて、現神崎総合センターは、普通財産に変更の上、現駐車場と共に（1,432

㎡）売却する（売却後買主において解体撤去する。）。 

また、隣保館整備事業費補助金の対象施設とするため、総合センターの設置及

び管理に関する条例（以下「総合センター条例」という。）を改正し、総合セン

ターを総合センター分館に移転し行政財産と位置づける。 

④ 現市営神崎団地専用駐車場（2,292㎡）は売却する。 

⑤ ゆうゆう農園は廃止し、残部分は売却する。 

［スケジュール］ 

２３年度： 

① 地元関係団体等に説明し理解を得る。 

２４年度： 

① 総合センター分館北側の民間駐車場をゆうゆう農園の西側部分との換地手
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続きを進める。 

２５年度： 

① 総合センター分館の北側に設置する教室棟及び現スマイルひろばの実施設

計を実施する。  

② 総合センター分館北側の民間駐車場をゆうゆう農園の西側部分との換地に

より取得する。 

③ 総合センター条例を改正し、総合センター分館を行政財産に変更し、神崎総

合センターと位置づける。 

④ 神崎団地専用駐車場を移転整備する。 

２６年度： 

① 現総合センター分館の北側に教室棟の増築工事を実施する。併せて、来館者

用の駐車場を整備するとともに、樋尻公園との一体的な利用を可能とする。 

② 現総合センター分館の整備工事を実施する。 

③ 現神崎総合センターを建物付きで駐車場と共に売却する（売却後買主におい

て解体撤去する。）。 

④ 現神崎団地専用駐車場を売却する。 

⑤ ゆうゆう農園の東側部分を廃止売却する。 

 

＜参考＞ 見直しイメージ図 
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⑶ 水堂 

 

水堂総合センターについては、平成２０年度から旧老人分館は閉館し、平成２０

年度に解体撤去工事を行い、平成２１年８月に売却済みである。 

今後の方向性としては、総合センターの老朽化や水堂保育所の民間移管と考え合

わせる中で、１館体制への機能統合を図っていく必要がある。 

 

 

⑷ 今北 

 

今北総合センターについては、旧老人分館と旧青少年会館が同一建物の１階と２

階にあり、総合センターに隣接している。 

旧青少年会館については、平成２０年１２月・２１年１２月に公募手続きを行っ

たが、応募団体は無かったことから、平成２２年度からは休館扱いとして、その部

分に係る施設維持管理経費の削減を行っている。 

老人分館については、平成２２年１０月から西立花さわやか県民交流広場委員会

が県事業である県民交流広場事業としての利用を申請し認められたことから、高齢

者の居場所づくりと世代間の交流推進を目的とした「西立花さわやか県民交流広

場」事業と位置付け、県助成金により１階の和室（４５．６５㎡）に足湯新設工事

等を施工し、現在、同団体に使用許可を与えている。 

今後、今北保育所の民間移管、市営東今北改良住宅のグラウンド（動的広場）・

れいめい湯跡地を含めた全体のゾーニングを考える中で、１館体制への機能統合を

図っていく必要がある。 
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⑸ 南武庫之荘 

 

南武庫之荘総合センターについては、旧青少年会館が総合センターの２階にあり、

旧老人分館は総合センターに隣接している。 

平成２３年度に旧老人分館の利用者及び地元への説明を行う中で、老人分館の機

能移転の実施について次のとおり進めていくこととなったものであり、現見直しを

実施することにより施設の集約化を図るとともに、総合センター及び旧青少年会館

が一つの建物の中にあることから１館体制と位置づける。 

 

［見直し内容］ 

 ① 総合センター１階・東側部分を、バリアフリー機能を備えた新しい居場所として、

老人分館の移転整備を含むリニューアル工事を実施する。 

② 現在の老人分館を、総合センターへの移転集約に伴って売却する（売却後買主に

おいて解体撤去を行う。）。 

③ 総合センターの駐車場を整備する。 

  

［スケジュール］ 

２３年度：利用者への説明、地元への説明  

２４年度：総合センター東側部分のバリアフリー化・老人分館機能工事、 

総合センター全館のリニューアル工事の実施 

老人分館の総合センターへの移転 

２５年度：総合センターの駐車場整備 

老人分館の土地売却 
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＜参考＞ 見直しイメージ図 

 

南武庫之荘 
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総合センター 

 

２Ｆ 教室機能整備 

１Ｆ 東側 

 老人分館機能整備 

老人分館 

敷地の一部を売却 

６６２．１０㎡ 

残りを駐車場整備 

総合センター東館 

（南武庫之荘保育所２Ｆ） 

廃止手続き 
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⑹ 塚口 

 

塚口総合センターについては、旧青少年会館は総合センターの同一敷地内に建っ

ているが、旧老人分館は総合センターから離れた場所にあった。 

旧老人分館については、塚口地域の中心部に近いこともあり、利用者の愛着には

強いものがあったが、総合センターから離れていることや施設規模を勘案する中、

平成２１年度に総合センター内に旧老人分館機能を移転整備し、旧老人分館は廃

止・売却し、旧青少年会館を総合センターと一体的に機能するよう整備を実施した。 

塚口総合センターについては、総合センター及び老人分館が一つの敷地の中にあ

り一体的な施設であることから、これを１館体制と位置づけていく。 

 

 

＜参考図＞ 見直しイメージ図 

 

塚口 

 

 

 

 

                     機能移転 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 一体とみなして１館体制として位置づける。 

総合センター 旧青少年会館 

 

１Ｆ 老人分館機能整備済み 

旧老人分館 

売却済み 

５７１．２８㎡ 
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⑺ 戸ノ内 

 

戸ノ内（園田東会館・戸ノ内会館）については、他の総合センターに準じて見直

しを進めていく。 
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現状の評価現状の評価

現況分析（集会場）

新耐震基準の施設
旧耐震基準の施設

新耐震基準の施設

旧耐震 新耐震

施設
数

延床面積 施設
数

延床面積

面積[㎡] 割合[%] 面積[㎡] 割合[%]

ソ
フ
ト

50以上 3 5,631.65 37.5 1 1,776.70 11.8

50未満 6 5,035.56 33.6 2 2,554.50 17.0

平均築年数 平均耐震対応率 平均現地調査

35.9 56.5 2.58

新耐震基準の施設

評価対象施設は12、面積は約15千㎡で全体の約1.2％ を占めており、そのうち
耐震基準を満たしている施設は48.4％で、安全面で課題のある施設が多い。築
年数では、平均は36.2年で全体の平均33.4年を上回っており、古い施設が比
較的多くなっている。
利用率では、小田地区会館の48.28％、中央地区会館の34.32％を除き、他
の施設は30％を切っている。なお、総合センターについては、6地区18ヶ所あっ
た施設の6館体制への集約化を実施し効率的な利用を図るとともに、平成27年
度から指定管理者制度を導入し、より効果的な事業展開を行うことにより、利用
者数増加及び施設の利用率の向上に努めることとしている。
財務面は、条例により無料で利用できる施設については、評価指標上高コスト
という表れ方をしている。なお、総合センターについては既に条例改正を行い、
平成27年度から有料化を決定している。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

～
S3

3

S3
5

S3
7

S3
9

S4
1

S4
3

S4
5

S4
7

S4
9

S5
1

S5
3

S5
5

S5
7

S5
9

S6
1

S6
3

H
2

H
4

H
6

H
8

H1
0

H1
2

H1
4

H1
6

H1
8

H2
0

H2
2

H2
4

延床面積（㎡）

建
築
年

上ノ島総合セ

ンター

水堂総合

センター

今北総合

センター

塚口総合

センター

小田地区

会館

尼崎市

社協会館

塚口総合

センター分館

今北総合

センター分館

水堂総合

センター分館

30 40 50 60 70

旧耐震基準の施設

南武庫之荘

総合センター

中央地区

会館

神崎総合

センター分館

30 40 50 60 707030

新耐震基準の施設

供給・財務（ソフト）：高

供給・財務（ソフト）：低

品
質
（
ハ
ー
ド
）
：
低

品
質
（
ハ
ー
ド
）
：
高

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0



グリッドガイドラインを削除する場合は、[MRI]タブの[グリッドガイドライン]で[非表示]を選択。または、[表示]タブの[スライドマスター]から削除。

現況分析（集会場）

1

新耐震基準の施設新耐震基準の施設

旧耐震基準の施設旧耐震基準の施設

評価指標
品質：築年数

耐震対応率
現地調査

供給：年間利用コマ数
／年間利用可能コマ数

延床面積／1日利用者数
財務：収支／延床面積

(支出-収入)／支出※ 黄色い網掛けは、アンケート無記入の項目。

※ ただし、「支出」は突発的に発生する
「工事請負費」は差し引いた値を用いる。

築年数(年) 偏差値
耐震
対応率

偏差値 現地調査 偏差値
利用率
（%）

偏差値
利用者一人あた

り面積（㎡/人) 偏差値
面積あたりの市の収

支（千円/㎡） 偏差値 原価率 偏差値

798 南武庫之荘総合センター 1,952.42 32.0 49.8 100.0 56.1 2.50 41.5 49.1 11.67 43.6 18.31 52.5 28.15 56.6 99.59 46.1 49.7 Ⅱ

889 中央地区会館 1,776.70 31.0 50.5 100.0 56.1 2.61 39.5 48.7 34.32 61.2 6.31 60.0 14.05 61.5 79.20 62.5 61.3 Ⅰ

2095 神崎総合センター分館 602.08 31.0 50.5 100.0 56.1 2.48 41.7 49.4  46.98 34.8 70.60 42.0 99.59 46.1 41.0 Ⅱ

占有面積

（㎡）

財務
平均

偏差値
（ソフト）

象限

平均

偏差値
(ハード）

品質 供給

台帳

番号
施設名称

築年数(年) 偏差値
耐震
対応率

偏差値 現地調査 偏差値
利用率
（%）

偏差値
利用者一人あた

り面積（㎡/人) 偏差値
面積あたりの市の収

支（千円/㎡） 偏差値 原価率 偏差値

793 上ノ島総合センター 1,055.16 38.7 44.7 25.1 38.6 2.65 38.8 40.7 26.98 55.5 4.65 61.0 56.21 47.0 99.70 46.0 52.4 Ⅲ

795 水堂総合センター 963.43 39.6 44.1 0.0 32.8 2.46 42.1 39.6 7.91 40.7 52.26 31.5 51.32 48.6 99.80 46.0 41.7 Ⅳ

796 今北総合センター 1,362.61 37.6 45.6 53.0 45.1 2.70 37.9 42.9 14.10 45.5 14.72 54.8 41.29 52.1 99.72 46.0 49.6 Ⅳ

797 塚口総合センター 837.71 36.6 46.3 100.0 56.1 2.48 41.8 48.1 10.63 42.8 13.99 55.2 62.86 44.7 99.78 46.0 47.2 Ⅳ

890 小田地区会館 1,548.65 39.4 44.2 100.0 56.1 2.56 40.4 46.9 48.28 72.0 4.56 61.1 8.77 63.3 59.99 77.9 68.6 Ⅲ

1717 尼崎市社協会館 3,027.84 44.0 40.7 0.0 32.8 2.54 40.7 38.1 15.07 46.3 30.23 45.2 2.21 65.5 100.00 45.8 50.7 Ⅲ

2222 塚口総合センター分館 483.71 34.0 48.3 0.0 32.8 2.67 38.4 39.8 5.53 38.9 15.89 54.0 93.15 34.3 100.00 45.8 43.2 Ⅳ

2225 今北総合センター分館 804.22 34.0 48.3 0.0 32.8 2.63 39.2 40.1 26.11 54.8 23.36 49.4 58.13 46.3 99.99 45.8 49.1 Ⅳ

2117 水堂総合センター分館 583.88 33.0 49.0 100.0 56.1 2.71 37.8 47.6 17.97 48.5 37.56 40.6 81.59 38.2 100.00 45.8 43.3 Ⅳ

平均

偏差値
（ソフト）

象限

供給 財務

占有面積

（㎡）

平均

偏差値
(ハード）

台帳

番号

品質

施設名称



上ノ島総合センター      ℡:6429-7640 FAX:6429-7640 南塚口町８－７－２５ 

尼崎市同和対策審議会の答申及び国の「隣保館設置運営要綱」にそって、地域社会全体の中で福祉

の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相

談事業や同和問題をはじめとした人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的とし

た施設である。 

 ○規 模 敷地面積   ２，２８９．８２㎡ 

      建築面積   １，０５５．１６㎡ 

 ○構 造     鉄筋コンクリート造２階建 

 ○着工年月日     昭和４７年７月３１日 

 ○しゅん工年月日   昭和４８年３月３１日 

 ○増 築       昭和５７年３月 

 ○建設費         ９７，９８７千円 

  （うち、センター分） （５２，８３７千円）

 ○増築費        １４８，２２８千円 

  （うち、センター分） （８０，４６４千円）

 ○設 備 集会室、料理教室、教室、図書室、 

事務室、音楽室 

      （１階 上ノ島保育所） 

89

かみのしま資料館
準備室



水堂総合センター           ℡:6436-8681 FAX:6436-8681 水堂町２－３５－１ 

尼崎市同和対策審議会の答申及び国の「隣保館設置運営要綱」にそって、地域社会全体の中で福祉

の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相

談事業や同和問題をはじめとした人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的とし

た施設である。 

 ○規 模 敷地面積   ２，４０３．６２㎡ 

      建築面積     ７６３．４３㎡ 

 ○構 造     鉄筋コンクリート造２階建 

 ○着工年月日     昭和４９年２月１８日 

 ○しゅん工年月日   昭和４９年９月３０日 

 ○建設費        ２３５，３８５千円 

  (うち、センター分) (１２３，６３３千円) 

 ○設 備 事務室、相談室、集会室、教室、図書

室、料理教室、和室 

      （１階 水堂保育所） 

       階 

       段 

和 室      相談室          倉 玄 関 

庫 

相
談
室

機
械
室

事
務
室

機械室 

和 室 
ホール 便 所 便 所 

集会室 

教 室 教 室 

教 室 

図書室 

料理教室 

階

段
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身障用
便 所



今北総合センター         ℡:6416-5729 FAX:6419-0045  西立花町３－１４－１ 

尼崎市同和対策審議会の答申及び国の「隣保館設置運営要綱」にそって、地域社会全体の中で福祉

の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相

談事業や同和問題をはじめとした人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的とし

た施設である。 

 ○規 模 敷地面積   ２，０２７．７１㎡ 

      建築面積   １，３６２．６１㎡ 

 ○構 造     鉄筋コンクリート造２階建 

 ○着工年月日    昭和４５年 ９月１２日 

 ○しゅん工年月日  昭和４６年 ３月３１日 

 ○増 築      昭和５６年 ３月 

 ○改 築      昭和５６年１０月 

 ○建設費         ８１，５００千円 

 （うち、センター分）  （４１，１８９千円）

 ○増築費        ２４９，３９５千円 

 （うち、センター分） （１７１，１２７千円）

○設 備 集会室、教室、情報資料室、和室、相

談室、事務室、料理教室 

      （１階 今北保育所） 
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塚口総合センター         ℡:6423-5266 FAX:6423-5266 塚口本町２－２８－１１ 

尼崎市同和対策審議会の答申及び国の「隣保館設置運営要綱」にそって、地域社会全体の中で福祉

の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相

談事業や同和問題をはじめとした人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的とし

た施設である。 

 ○規 模 敷地面積     ５４４．３４㎡ 

      建築面積     ８３７，７１㎡ 

 ○構 造     鉄筋コンクリート造３階建 

 ○着工年月日     昭和４９年１月１７日 

 ○しゅん工年月日   昭和４９年８月 ９日 

 ○増築年月日     平成１２年１月３１日 

 ○建設費        １３４，７４７千円 

 ○増築費        １１０，６５４千円 

 ○設 備 事務室、教室、料理教室、和室、図書

室、情報コーナー、集会室 

  （１階） 

      控       便 便 

        料理教室       事 務 室     ＥＶ 

      室       所 所 

      情 報  倉 庫機械室 湯沸 階段   ホール 玄 

    コーナー       室           関 

  （２階） 

             便 便 

       教室Ｃ 教室Ｂ          和 室（大） ＥＶ 

             所 所 

     図書室     教室Ａ   階段 和 室（小） 機械室 

  （３階） 

             便 便    屋  上     ＥＶ 

             所 所 湯沸 

     集会室                 室 

              機械室  階段  屋 上 

94



南武庫之荘総合センター 

                  ℡:6438-5875 FAX:6438-5875 南武庫之荘１１－６－１５ 

尼崎市同和対策審議会の答申及び国の「隣保館設置運営要綱」にそって、地域社会全体の中で福祉の向

上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や

同和問題をはじめとした人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的とした施設であ

る。 

 （東館）南武庫之荘１１－１－１８ 

 ○規 模 敷地面積   ２，０００．５９㎡ 

      建築面積     ３４４．９０㎡ 

 ○構 造     鉄筋コンクリート造２階建 

 ○着工年月日    昭和４６年１２月２２日 

 （西館）南武庫之荘１１－６－１５ 

 ○規 模 敷地面積   １，６６５．５２㎡ 

      建築面積   １，７５４．７６㎡ 

 ○構 造     鉄筋コンクリート造２階建 

 ○着工年月日     昭和５６年７月３０日 

 ○しゅん工年月日   昭和５７年３月１９日 

 ○しゅん工年月日   昭和４７年７月２０日 

 ○建設費         ９０，４９４千円 

 （うち、センター分）  （５３，６２４千円） 

 ○設 備 集会室、教室、和室、事務室 

 （１階南武庫之荘保育所） 

 （西館）南武庫之荘１１－６－１５ 

 ○建設費        ５２６，９８３千円 

 （うち、センター分）（３９０，１０７千円） 

○設 備 教室、和室、図書室、料理教室、相談室、

事務室、集会室 

93

教室３



サンシビック尼崎          ℡:6413-8171 FAX:6412-0054  西御園町９３－２ 

 ○規 模 敷地面積   ６，２７９．０１㎡ 

      建築面積   ２，２９１．０８㎡ 

      建築延面積  ６，２９８．７３㎡ 

      屋内プール  ２，５５７．０４㎡ 

      中央体育館  １，９６４．９９㎡ 

      中央地区会館 １，７７６．７０㎡ 

 ○構 造 鉄筋コンクリート及び鉄骨造 

       地下１階地上４階建 

 ○着工年月日     昭和５７年２月１５日 

 ○しゅん工年月日   昭和５８年３月３１日 

 ○建設費      １，９７３，７８０千円 

 ○設 備 プール、図書学習室、事務室、トレー

ニングコーナー、大広間、料理教室、

体操場、大ホール、第１・第２フロア

ー、会議室、茶室 

37



小田地区会館                    ℡:6488-2574          長洲本通１－１５－３８ 

市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るため、各種の研修、レクリエーション及び集会の場

を提供することを目的とした施設である。 

 ○規 模 敷地面積   １，３２８．２８㎡ 

      建築面積     ７６８．７１㎡ 

      建築延面積  １，５４８．６５㎡ 

 ○構 造     鉄筋コンクリート造３階建 

               （一部４階建） 

 ○着工年月日    昭和４９年 ３月３０日 

 ○しゅん工年月日  昭和４９年１２月 ４日 

 ○建設費        ２０８，７９０千円 

 ○用地費        １１８，２９３千円 

 ○設 備 大会議室、小会議室（２室）、大広間 

和室（３室）、教室、料理教室、学習 

室、ホール 

 ○利用方法 使用する日の３か月前から前日ま 

でに、各地区会館備え付けの使用申

請書を提出し、使用許可書の交付を

受ける。なお、続いて利用できる期

間は、６日以内となっている。 

  （１階） 

  ＥＶ 

  （２階） 

  ＥＶ 

  （３階） 

  ＥＶ 

男
子

便
所

女
子

便
所

調
光
室

舞
台

楽
屋

小会議室 

ホール 

ロビー 

空調室

男
子

便
所

女
子

便
所

小会議室

湯沸室 

空調室 

大会議室

和室 

（18 帖）

教室 学習室料理教室 

和室 
（13 帖）

和 室 
（17.5 帖）

大 広 間 
（42 帖） 

舞
台

ロビー 

男
子

便
所

女
子

便
所

事務室

保育所 
玄関ロビー
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コンロ

流し台

手洗い

給湯器

ガラリ（吸気口）

換気扇

正常に作動する非常照明

作動しない非常照明

下ル

スロープ

スロープ
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便所 便所
事務室

スロープ

洗面所

下ル

廊下
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上ル

上ル 下ル
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玄関

教室2 ポーチ教室1

倉庫 控室

ステージ

23,000

4,000 4,000 4,000 3,500 3,500 4,000

2,000 5,000 1,700 6,300

便所

身障者用

倉庫

【凡例】

換気設備無　換気　換1

換気量不足　換気　換2

換気扇作動不良

神崎総合センター分館　平面（1階）
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1
3
,
0
0
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2
,
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0
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,
0
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男子女子

便所便所

図書室 教室8

教室9
湯沸室倉庫 工作室

洗面所

廊下

下ル
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教室6 教室5 教室4 教室3教室7
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神崎総合センター分館　平面（2階）

【凡例】

コンロ

流し台

手洗い

給湯器

ガラリ（吸気口）

換気扇

正常に作動する非常照明

作動しない非常照明
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9
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階段下倉庫

ｻｰｸﾙ室

こどもルーム

くつろぎの間

パソコンルーム

多目的ホール

2階平面図1階平面図

映写室

2階ホール上　映写室

水堂総合センター別館　平面（1階・2階）

【凡例】 点灯しない非常照明

正常に作動する非常照明

柱クラックあり　建2（10）01

壁クラックあり　建2（10）02

ガラス割れあり　建2（15）03

露筋あり　建2（10）04

手摺サビ有　建5（15）05

手摺笠木浮き　建5（15）06



1階　2階　Ｒ階　平面図

正常に点灯する非常照明

点灯しない非常照明

30分以内に消える非常照明

コンロ

流し台

手洗い

給湯器

換気扇

ガラリ（吸気口）

換気量不足　換2　換気1

【凡例】

（非常2　非1）

給気口なし　換気2（4）
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２階平面図１階平面図 Ｒ階平面図

(巾拡幅)

塚口総合センター分館（旧塚口青少年会館）
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非常照明

防火戸

感知器（防火戸連動）

排煙窓

本館・分館

本館・分館

分館

分館

防

防

【凡例】
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廊下 倉庫

廊下

女子便所 機械室

男子便所

湯沸室

踏込

事務室

玄関

倉庫

Ｄ

ホール
事務室
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教室２

教室３

料理教室
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【凡例】 非常照明
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感知器（防火戸連動）

排煙窓

防

本館・保育所

本館・保育所
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尼崎市社協会館             ℡:6489-3550 FAX:6489-3526  東大物町１－１－２ 

社会福祉協議会など福祉活動団体が連携して地域福祉活動を推進し、その充実を図ることを目的

とした施設である。 

 ○規 模 敷地面積   ２，３２５．１０㎡ 

      建築面積     ９０５．６３㎡ 

      建築延面積  ３，０４８．８９㎡ 

 ○構 造        鉄筋コンクリート造 

             地下１階地上４階建 

          （一部鉄骨造地上２階建） 

 ○着工年月日    昭和４４年１０月 ７日 

 ○しゅん工年月日  昭和４５年 ７月１０日 

 ○建設費        ２２０，０００千円 

 ○設 備 電気室、空気調節機械室、ロビー、

ホール、会議室３室、大広間、ボラ

ンティアセンター、社会福祉協議会

本部事務局、在宅福祉センター、資

料室 

 ○利用方法 利用希望日の１年前から７日前ま

でに社協会館事務所窓口か電話で

申込む。（利用日の６日前以降に

キャンセルされた場合、キャンセ

ル料が必要） 

 ○使用時間 午前９時～午後９時 

 ○休館日 年末・年始 

      （12 月 29 日から１月３日） 

 （地階）                   （１階）

 （２階） 

（３階）                  （４階） 

電気室 空調機械室 倉庫 
ＥＶ 

階段 

階段 

事務室 

ロビー 

ＥＶ 

階段 
階段 

階
段

ホール 

便所 詰
所

役員 

会議室
役員室

ボラン 

ティア 

センター

事務室 在宅福祉センター 

ＥＶ 

便所 在宅福祉センター 

階段 
階段 

ＶＣ 

役員室

階
段

ＥＶ 

階段 
階段 

倉庫 

控室 

舞台 

便所 

給湯室 

大広間 ＥＶ 

階段 
階段 

会議室 

１ 

便所 

会
議
室

３

資料室 
ヘルパー 

研修室 

会議室 

２ 

調
理
室

入
口

入
口
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